
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

許 認 可 等 の 内 容 事務の監査の請求代表者証明書の交付

根 拠 法 令 及 び 条 項 地方自治法施行令第９９条

所 管 部 課 係 名 監査委員事務局

審

査

基

準

関 係 条 項

基 準

（未設定の場

合はその理由）

事務の監査の請求代表者が新座市の選挙人名簿に登録
された者であること。
（地方自治法施行令第９１条第２項の規定による）

参 考 事 項

設定等年月日 平成２７年４月１日設定（平成 年 月 日最終変更）

標
準
処
理
期
間

標準処理期間

（未設定の場

合はその理由）

おおむね１週間程度

設定等年月日 平成２７年４月１日設定（平成 年 月 日最終変更）


